
(証券コード4243)

平成28年12月6日

株 主 各 位
神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番３号

株 式 会 社 ニ ッ ク ス

代表取締役会長 青 木 伸 一
　

第86期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社第86期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ

いますようご通知申し上げます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますの

で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行

使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年12月21日（水曜日）午後５

時までに到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記
　

1. 日 時 平成28年12月22日（木曜日）午前10時(受付開始 午前９時30分)

2. 場 所 神奈川県相模原市中央区中央３－12－１

相模原市立産業会館 １Ｆ 多目的ホール

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1. 第86期（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで）事業報告、

連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計

算書類監査結果報告の件

2. 第86期（平成27年10月１日から平成28年９月30日まで）計算書類

の内容報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役５名選任の件

第３号議案 監査役１名選任の件

第４号議案 会計監査人選任の件

第５号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申し上げます。
なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が
生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nix.co.jp ）に
掲載させていただきます。
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(添付書類)

事 業 報 告

（平成27年10月１日から
平成28年９月30日まで）

１. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（自 平成27年10月1日 至 平成28年９月30日）におけるわ

が国の経済は、政府・日銀の財政政策や金融緩和策などにより、企業利益の回

復傾向を期待するものの、依然として個人消費の回復は弱く、さらに中国やア

ジア新興国などの景気減速や、急激な為替変動などが懸念材料となり、先行き

不透明な状況が続いております。

　このような中、当社グループの主要販売先であるＯＡ機器業界、住宅設備業

界での製品需要の落ち込み、円高進行の影響などにより売上高・利益ともに前

年を下回る結果となりました。連結売上高は3,950,030千円（前年同期比

440,472千円減）、営業利益は113,256千円（前年同期比264,832千円減）、経常利

益は127,819千円（前年同期比288,395千円減）、親会社株主に帰属する当期純利

益は102,381千円（前年同期比269,547千円減）となりました。

　品目別の業績は、次のとおりであります。

　工業用プラスチック・ファスナー及びプラスチック精密部品につきましては、

ОＡ機器業界、住宅設備業界での製品需要の落ち込みにより、売上高は

2,852,107千円(前年同期比388,856千円減)となりました。

　生産設備冶具では、車載用電子基板を取り扱う国内外顧客各社の投資意欲が

依然として高く、売上高は1,014,045千円（前年同期比28,729千円減）となりま

した。

　その他（金型）におきましては、顧客各社の新規案件が伸び悩み、売上高は

83,878千円（前年同期比22,888千円減）となりました。
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　(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は105百万円であり、その主なもの

は、グローバル生産本部・相模原製造部の生産設備に対する投資であります。

　(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度において、平成28年２月17日に200百万円の長期借入金を調達い

たしました。

　(4) 対処すべき課題

　 ① 新製品の開発

当社グループの主力製品である工業用プラスチック・ファスナー及びプラス

チック精密部品については、高い耐久性、環境対策、コストダウンを意識した

高付加価値製品の開発を継続すると共に、開発部門主導による素材開発力を更

に強化し、当社オリジナルプラスチック素材であるNIXAMⓇ応用製品開発への効

率的かつ継続的な経営資源投入により環境対応型ビジネスを展開してまいりま

す。

　 ② 原価低減の更なる徹底

　グローバル生産本部内におきましては製造工程において引き続き更なる合理化

を進め、高付加価値を追求しつつ、高品質な製品の生産を継続してまいります。

また、海外の販売拠点及び生産拠点との連携を更に強化し、購買業務における更

なるグローバル交渉力を高めると共に、物流における効率改善を推進し、原価低

減の徹底に努めてまいります。

　 ③ 海外拠点の拡充

　当社グループ海外子会社である「NIX OF AMERICA」においては、「北米支店」

との連携による新市場開拓・営業拡販を引き続き強化してまいります。生産面で

は、「中山日幸精密機械有限公司」および「珠海立高精機科技有限公司」を中心

に、更なる現地生産の強化に努めてまいります。また、販売拠点の局面では「香

港日幸有限公司」、「上海日更国際貿易有限公司」、「NIX TRADING (THAILAND)

LTD.」の活動を更に強化し、地域特性に柔軟に対応したソリューション営業によ

る拡販を継続してまいります。

平成29年度の事業環境は緩やかな景気回復の兆しが見えるものの、海外景気を

含め世界の政治経済の不透明さが懸念材料となっており経済環境は慎重な判断を

要する状況が続くものと予想されます。当社グループは引き続きグローバルな新

市場開拓、新製品の開発に全社一丸となって取組んでまいります。株主の皆様に

おかれましては、今後ともより一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。
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　(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分
第83期

平成25年９月期
第84期

平成26年９月期
第85期

平成27年９月期

第86期
平成28年９月期
( 当連結会計年度 )

売 上 高 (千円) 3,602,748 4,301,109 4,390,503 3,950,030

経 常 利 益 (千円) 108,426 275,854 416,215 127,819

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(千円) 94,406 222,349 371,928 102,381

１株当たり当期純利益 41円08銭 96円59銭 160円67銭 44円10銭

総 資 産 (千円) 4,376,172 4,668,671 4,984,644 4,791,426

純 資 産 (千円) 2,305,356 2,535,065 2,893,766 2,888,952

１ 株 当 た り 純 資 産 1,003円04銭 1,095円12銭 1,250円08銭 1,243円72銭

　(参考）単体の経営成績

区 分
第83期

平成25年９月期
第84期

平成26年９月期
第85期

平成27年９月期
第86期(当期)
平成28年９月期

売 上 高 (千円) 3,341,552 3,959,856 4,107,943 3,726,560

経 常 利 益 (千円) 138,821 266,945 404,373 113,172

当 期 純 利 益 (千円) 122,421 225,760 351,804 110,665
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　(6) 重要な親会社及び子会社の状況
　 ① 親会社との関係
　 該当事項はありません。
　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容
％

NIX OF AMERICA 1,000千米ドル 100.0 工業用プラスチック部品の販売

香 港 日 幸 有 限 公 司 200千香港ドル 100.0 工業用プラスチック部品の販売

上海日更国際貿易有限公司 700千米ドル 100.0 工業用プラスチック部品の販売

NI X T R A D I N G ( T H A I L A N D ) L T D . 1,000万バーツ 100.0 工業用プラスチック部品の販売

　(7) 主要な事業内容（平成28年９月30日現在）

① 工業用プラスチック部品、プラスチックファスナーなどの部品開発・製造・

販売

② プラスチック機構部品の開発・製造・販売

③ NIXオリジナルプラスチック素材（NIXAMⓇ）による高機能部品の開発・製造・

販売

④ プリント基板、ガラス基板などの特殊基板を収納するマガジンラックおよび

関連する周辺機器の開発・製造・販売

⑤ ラベル、ラベル貼付機などのラベル関連の開発・製造・販売

　(8) 主要な営業所及び工場（平成28年９月30日現在）

本 社 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－３ クイーンズタワーＢ ８Ｆ

R&Dセンター 神奈川県相模原市緑区西橋本２－23－３

グローバル生産本部 神奈川県相模原市緑区青野原2111

海外販売拠点

NIX OF AMERICA（米国：連結子会社）

香港日幸有限公司（香港：連結子会社）

上海日更国際貿易有限公司（中国：連結子会社）

NIX TRADING (THAILAND) LTD.（タイ：連結子会社）

海外生産拠点
中山日幸精密機械有限公司（中国：合弁会社）

珠海立高精機科技有限公司（中国：合弁会社）
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　(9) 従業員の状況（平成28年９月30日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

177名 ４名増

(注) 従業員数は、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員で
あります。（パート社員39名、嘱託社員3名、人材派遣会社からの派遣社員は
含みません。）

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数

169名 ３名増 42.3才 14年0ヶ月

(注) 従業員数は、当社外から当社への出向者を含む就業人員であります。（パート
社員39名、嘱託社員3名、人材派遣会社からの派遣社員は含みません。）

(10) 主要な借入先(平成28年9月30日現在）

借 入 先 借 入 額

千円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 373,292

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 118,346
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２. 株式に関する事項

(1) 発行済株式の総数 2,323,000株

(2) 株主数 1,008名

(3) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

Ｎ Ｉ Ｘ 従 業 員 持 株 会 234,300 10.08

株 式 会 社 Ｓ Ｋ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 210,000 9.04

中 島 幹 夫 150,280 6.46

青 木 一 英 124,500 5.35

青 木 洋 明 100,000 4.30

青 木 達 也 90,000 3.87

中 島 と し 子 73,800 3.17

青 木 伸 一 68,920 2.96

中 島 忠 政 65,800 2.83

中 島 和 紀 65,800 2.83

（注）持株比率は、自己株式（161株）を控除して計算しております。

３. 新株予約権等に関する事項

　(1) 当事業年度末における新株予約権の状況

　 該当事項はありません。

　(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況

　 該当事項はありません。
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４. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 青 木 伸 一 NIX OF AMERICA 取締役

代表取締役社長 青 木 一 英 香港日幸有限公司 董事長

NIX OF AMERICA 取締役

上海日更国際貿易有限公司 董事

取 締 役 先 本 孝 志 グローバル管理本部長

中山日幸精密機械有限公司 監事

上海日更国際貿易有限公司 監事

NIX TRADING (THAILAND) LTD. 取締役

珠海立高精機科技有限公司 監事

取 締 役 射 水 郁 郎 グローバル事業本部長

上海日更国際貿易有限公司 董事長

取 締 役 荒 木 豊 特定非営利活動法人 経営支援ＮＰＯクラブ勤務

常 勤 監 査 役 田 口 幸 男 株式会社揚工舎 取締役

監 査 役 荒 川 英 雄 株式会社東日本計算センター 専務取締役

監 査 役 奥 原 章 男 コンパッソ税理士法人 横浜青葉事務所 所長

(注) 1. 取締役のうち、荒木豊氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であり
ます。

2. 監査役のうち、荒川英雄氏および奥原章男氏は会社法第２条第16号に定め
る社外監査役であります。また、荒川英雄氏は当社の独立役員でありま
す。

3. 常勤監査役田口幸男氏、監査役荒川英雄氏および監査役奥原章男氏は財務
および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
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　(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

　 該当事項はありません。

　(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

報酬額につきましては、業績見通しに鑑み決定しております。

区 分 人 数 報酬等の額

取 締 役

（うち社外）

５名

(１名)

80,400千円

(2,400千円)

監 査 役

（うち社外）

３名

(２名)

15,308千円

(4,800千円)

合 計 ８名 95,708千円
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　(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

取締役荒木豊氏は特定非営利活動法人経営支援ＮＰＯクラブに勤務しており

ます。監査役荒川英雄氏は株式会社東日本計算センターの専務取締役を務め

ております。監査役奥原章男氏はコンパッソ税理士法人横浜青葉事務所の所

長を務めております。上記重要な兼職先と当社の間には、資本関係および取

引関係はありません。

　 ② 主要取引先等特定関係事業者との関係

　 該当事項はありません。

　 ③ 当事業年度における主な活動状況

　 取締役会・監査役会への出席状況及び発言状況

区 分 氏 名 主な活動状況

社 外 取 締 役 荒 木 豊 当事業年度開催の取締役会には17回中17回
出席し、議案審議等につき経営の観点から、
適宜必要な発言を行っております。

社 外 監 査 役 荒 川 英 雄 当事業年度開催の取締役会には17回中17回
出席し、議案審議等につき経営の観点から、
適宜必要な発言を行っております。
また、当事業年度において、監査役会には
14回中14回出席し、常勤監査役と監査結果
について意見交換、監査に関する重要事項
の協議を行っております。

社 外 監 査 役 奥 原 章 男 当事業年度開催の取締役会には17回中17回
出席し、議案審議等につき経営の観点から、
適宜必要な発言を行っております。
また、当事業年度において、監査役会には
14回中14回出席し、常勤監査役と監査結果
について意見交換、監査に関する重要事項
の協議を行っております。
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５. 会計監査人の状況

　(1) 会計監査人の名称

　 東陽監査法人

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　 ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

15,000千円

　 ② 当社グループが会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

15,000千円

（注）当社と会計監査人との監査契約において、会社法と金融商品取引法に基づく

監査の監査報酬額を明確に区別ができないため、上記金額には合計額を記載

しております。

　 ③ 監査役会が上記報酬に同意した理由は、会計監査人が提示する監査の内容、

その方法及び見積報酬額等を監査役会にて審議し、各監査役の同意を得られ

たためであります。

　(3) 非監査業務の内容

　 該当事項はありません。

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任

いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、

その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任また

は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び方針

(1) 当社は、当社グループにおける内部統制システムの構築の基本方針を取締役会

において決議しております。

　 その概要は以下のとおりであります。

　 ① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　「ニックスグループ企業行動憲章」を定め、社員に対して研修を通して周知

させ、法令・定款違反行為を未然に防止する体制としております。

　 ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報は「文書管理規程」に基づき、適切かつ確実

に保存・管理され、取締役もしくは監査役は常時これらの文書を閲覧できるも

のであります。

　 ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　取締役会は、当社グループの企業価値を高め、企業活動の持続的発展実現の

ため、損失の危険の管理に係る規程を整備し、これに基づいてリスク管理体制

を整えております。

　 ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、毎月定例のほ

か、必要に応じて臨時に取締役会を開催しております。また当社グループの経

営方針・経営戦略・重要な業務執行に係る検討機関として、本部長会議におい

て議論を行っております。取締役会の決定に基づく業務執行は「組織規程」・

「職務分掌規程」・「職務権限規程」において、それぞれの責任・権限・執行手続

きの詳細について定め、効率的な職務執行が行われる体制をとっております。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　コンプライアンス体制として「ニックスグループ企業行動憲章」を制定する

とともに、内部監査部門にて、遵法・リスクマネジメント・内部統制システム

などの監査を常勤監査役と連携して子会社を含めたグループ全体に対して定期

的に実施しております。その結果は都度代表取締役社長に報告されるとともに、

被監査部門に対し業務執行の適正性および効率性について具体的な評価と改善

に向けた提言を行っております。

⑥ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社グループすべての会社に「ニックスグループ企業行動憲章」を適用し、

これを基礎として子会社の諸規程を定めております。経営管理については「関

係会社管理規程」に従って当社への決裁・報告制度による管理を行うものとし、

さらに「内部監査規程」に基づいた監査により、法令・ルールに沿った業務が

行われていることを確認する体制となっております。

⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの

独立性に関する事項
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　当社グループでは現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりま

せんが、必要に応じて、監査役スタッフを置くことにしております。

　 ⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

　取締役および使用人は、監査役に対して、当社グループに著しい損害を及ぼ

すおそれのある事実を発見したときには当該事実に関する事項、業務または業

績に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとしておりま

す。

⑨ その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われる

ことを確保するための体制

　代表取締役社長は監査役および監査法人それぞれとの意見交換を通じて、体

制検証状況を確認しております。

　 ⑩ 反社会的勢力排除に関する体制

　反社会的勢力からの不当要求への対応を所管する部署を総務部と定め、事案

発生時の報告および対応に係わる社内規程等の整備を行い、反社会的勢力に対

しては警察等の関連機関とも連携して毅然たる対応が取れる体制としておりま

す。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　 ① 取締役の職務執行

取締役会規則や社内規程を制定し、月に１回の定時取締役会を開催するほか、

必要に応じて臨時取締役会を開催し、法定や定款に定める事項、業務執行に関

する決議を行っております。

② 監査役の職務執行

社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査

を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、会計監査人ならびに内

部監査・情報管理室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務

執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。

③内部監査の実施

内部監査基本計画に基づき、当社ならびにグループ会社の内部監査を実施し

ております。

④財務報告に係る内部統制

内部統制に関する基本計画に基づき内部統制評価を実施しております。

　(3) 会社の支配に関する基本方針

　当社グループでは、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方

に関する基本方針について特に定めておりません。

（事業報告に係る注記）

　 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成28年９月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,475,669 流 動 負 債 957,319
現 金 及 び 預 金 1,283,874 支払手形及び買掛金 555,772
受取手形及び売掛金 813,221 短 期 借 入 金 100,000
商 品 及 び 製 品 193,287 一年内返済予定の長期借入金 125,400
仕 掛 品 28,891 一年内償還予定の社債 20,000
原材料及び貯蔵品 47,086 未 払 金 50,725
前 払 費 用 19,330 未 払 法 人 税 等 4,899
繰 延 税 金 資 産 21,781 そ の 他 100,521
未収還付法人税等 22,856 固 定 負 債 945,154
そ の 他 45,340 長 期 借 入 金 279,918

固 定 資 産 2,315,756 繰 延 税 金 負 債 295,508
有 形 固 定 資 産 2,104,107 退職給付に係る負債 214,308
建 物 及 び 構 築 物 1,711,387 役員退職慰労引当金 103,885
減 価 償 却 累 計 額 △1,048,262 リ ー ス 債 務 12,590
建物及び構築物（純額） 663,124 そ の 他 38,942
機械装置及び運搬具 958,227 負 債 合 計 1,902,474
減 価 償 却 累 計 額 △841,745 純 資 産 の 部
機械装置及び運搬具（純額） 116,481 株 主 資 本 2,863,993
工具、器具及び備品
減 価 償 却 累 計 額

1,499,724
△1,451,783

資 本 金 468,134

工具、器具及び備品（純額） 47,941 資 本 剰 余 金 388,134
土 地 1,234,103 利 益 剰 余 金 2,007,819
建 設 仮 勘 定 42,457 自 己 株 式 △96
無 形 固 定 資 産 17,174 その他の包括利益累計額 24,958
投資その他の資産 194,474 その他有価証券評価差額金 738
投 資 有 価 証 券 15,660 為替換算調整勘定 24,220
そ の 他 181,263
貸 倒 引 当 金 △2,450 純 資 産 合 計 2,888,952

資 産 合 計 4,791,426 負債及び純資産合計 4,791,426
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年10月１日から
平成28年９月30日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 3,950,030

売 上 原 価 2,150,914

売 上 総 利 益 1,799,116

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,685,860

営 業 利 益 113,256

営 業 外 収 益

受 取 利 息 203

受 取 配 当 金 691

不 動 産 賃 貸 料 13,946

為 替 差 益 23,729

補 助 金 収 入 10,000

そ の 他 6,555 55,125

営 業 外 費 用

支 払 利 息 4,130

債 権 売 却 損 6,269

不 動 産 賃 貸 費 用 8,260

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 21,744

そ の 他 157 40,562

経 常 利 益 127,819

特 別 損 失

減 損 損 失 5,449 5,449

税金等調整前当期純利益 122,370

法人税、住民税及び事業税 51,418

法 人 税 等 調 整 額 △31,429 19,988

当 期 純 利 益 102,381

非支配株主に帰属する当期純利益 -

親会社株主に帰属する当期純利益 102,381
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年10月１日から
平成28年９月30日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成27年10月１日残高 464,686 384,686 1,956,365 △56 2,805,683

連結会計年度中の変動額

　新 株 の 発 行 3,448 3,448 6,896

剰 余 金 の 配 当 △50,927 △50,927

親会社株主に帰属する

当 期 純 利 益
102,381 102,381

自 己 株 式 の 取 得 △40 △40

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 3,448 3,448 51,454 △40 58,309

平成28年９月30日残高 468,134 388,134 2,007,819 △96 2,863,993

(単位：千円)
その他の包括利益累計額

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

為替換算調整勘定
その他の包括利益
累 計 額 合 計

平成27年10月１日残高 6,237 81,846 88,083 2,893,766

連結会計年度中の変動額

　新 株 の 発 行 － 6,896

剰 余 金 の 配 当 － △50,927

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ 102,381

自 己 株 式 の 取 得 － △40

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

△5,498 △57,625 △63,124 △63,124

連結会計年度中の変動額合計 △5,498 △57,625 △63,124 △4,814

平成28年９月30日残高 738 24,220 24,958 2,888,952
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連結注記表

　（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１. 連結の範囲に関する事項

（1）連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ４社

（2）連結子会社の名称 NIX OF AMERICA

香港日幸有限公司

上海日更国際貿易有限公司

NIX TRADING (THAILAND) LTD.

２. 持分法の適用に関する事項

（1）持分法適用関連会社 ２社

（2）持分法適用関連会社の名称 中山日幸精密機械有限公司

珠海立高精機科技有限公司

なお、珠海立高精機科技有限公司については、新規設立されたため、当連結

会計年度から持分法適用関連会社として持分法の適用の範囲に含めておりま

す。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、上海日更国際貿易有限公司の決算日は12月31日でありま

す。

連結計算書類作成にあたって、上記の会社については、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

　

４. 会計方針に関する事項

　 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

　 ① 有価証券

　 その他有価証券

　 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

　 時価のないもの

　 移動平均法による原価法
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　 ② デリバティブ

　 時価法

　 ③ 棚卸資産

ａ 製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

ｂ 貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）によっております。

　 （2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

　 ① 有形固定資産（建物）

　 (リース資産を除く)

ａ 平成19年３月31日までに取得したもの 旧定額法によってお

ります。

ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの 定額法によっており

ます。

　 ② その他の有形固定資産

　 (リース資産を除く)

ａ 平成19年３月31日までに取得したもの 旧定率法によってお

ります。

ｂ 平成19年４月１日以降に取得したもの 定率法によっており

ます。

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。

ただし、平成28年４月１日以降に取得した構築物については、

定額法によっております。

　 ③ 無形固定資産 (リース資産を除く)

　定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、税法に規定する方法

と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法によっております。
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　 ④ リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期

間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法によっておりま

す。

（3）重要な繰延資産の処理方法

　 社債発行費

支出時に全額費用処理しております。

（4）重要な引当金の計上基準

　 ① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率によって算定した回収不能見込額を、貸倒懸念債権等特

定債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

　 ② 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

（5）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・為替予約取引及び通貨オプション取引

ヘッジ対象・・・外貨建金銭債権

③ ヘッジ方針

　外貨建取引に係る将来の外国為替相場変動リスクを回避し、外

貨建取引の円貨によるキャッシュ・フローを固定化することを目

的として、原則として、同一通貨により予定取引金額を上回らな

い範囲内で行っております。
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④ ヘッジ有効性評価の方法

　外貨建の予定取引の範囲内で為替予約を締結しており、為替予

約締結後の外国為替相場の変動による対応関係が確保されるよう

にしております。したがって、当連結会計年度末に存在する予定

取引に係る為替予約については、予定取引の実行可能性が極めて

高いと判断されるものについて繰延ヘッジ処理を行っておりま

す。また、通貨オプションはヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して、有効性の判定を行っており

ます。

　

（6）その他連結計算書類作成のための重要な事項

　 消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　（会計方針の変更）

　(企業結合に関する会計基準等の適用)

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13

日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を当連結会計年度から適用し、当期純利益等の表示の変更を行

っております。

　(減価償却方法の変更)

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当

連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得する構築物に係る減価

償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当連結会計年度において、損益に与える影響は軽微であります。
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　（連結貸借対照表に関する注記）

担保付債務及び担保提供資産

一年内返済予定の長期借入金 13,680千円

長期借入金 －千円

　計 13,680千円

建物 349,366千円

土地 476,208千円

投資その他の資産 その他 49,941千円

　計 875,515千円

　

　（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の総数

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数(株)

当連結会計年度
増加株式数(株)

当連結会計年度
減少株式数(株)

当連結会計年度
末の株式数(株)

普通株式 2,315,000 8,000 0 2,323,000

　 当連結会計年度末における自己株式の種類および株式数

　 普通株式 161株
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２．剰余金の配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額等

　平成27年12月19日開催 第85期定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額 50,927千円（普通株式）

１株当たり配当金額 22円

基準日 平成27年９月30日

効力発生日 平成27年12月21日

配当の原資 利益剰余金

　 (2) 基準日が当該連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌

連結会計年度となるもの

　平成28年12月22日開催 第86期定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額 32,519千円（普通株式）

１株当たり配当金額 14円

基準日 平成28年９月30日

効力発生日 平成28年12月26日

配当の原資 利益剰余金
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　（金融商品に関する注記）

　１ 金融商品の状況に関する事項

　 （1） 金融商品に対する取組方針

　当社グループは主に設備投資で必要な資金の一部を銀行借入、社債の

発行にて調達しております。資金運用については安全性を第一に考慮し、

投機的取引は行わない方針であります。

　 （2） 金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されて

おります。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨

建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証

券は発行会社の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金、ならびに未払金は１年以内の支

払期日であります。また、一部外貨建てのものについては、為替の変動

リスクに晒されております。

　借入金及び社債は、主に設備投資に係わる資金調達を目的としたもの

であり、償還日は最長で決算日後５年であります。

　デリバティブ取引は、主に外貨建ての債権債務に係わる為替の変動リ

スクに対するヘッジを目的とした為替予約取引であります。

　 （3） 金融商品に係るリスク管理体制

　 ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係わるリスク）の管理

　当社は、営業債権等について、各事業部における営業担当者が主要な

取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を

管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握およ

び軽減を図っております。連結子会社についても同様の管理を行ってお

ります。

　投資有価証券のうち債券については格付の高い債券のみを対象として

いるため、信用リスクは僅少であります。

　 ② 市場リスク（為替等の変動リスク）の管理

　当社は外貨建て債権債務に係わる将来の為替変動リスクに対して、外

貨建て債権債務残高の範囲内で為替予約取引を利用しております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財

務状況等を把握しております。また、組込デリバティブのリスクが現物

の金融資産に及ぶ可能性のある金融商品を購入する場合には、社内で十

分協議を行うこととしております。
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③ 資金調達に係わる流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリ

スク）の管理

　当社は担当部署が適時に資金繰計画を作成、更新するとともに、手元

流動性の維持を行い流動性リスクの管理を行っております。連結子会社

についても当社と同様の管理を行っております。

　 （4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない

場合には合理的に算定された価格が含まれております。当該価格の算定

においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより当該価格が変動することがあります。
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　２ 金融商品の時価等に関する事項

　平成28年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額に

ついては、次のとおりであります。

連結貸借対照表
計上額

時 価 差 額

（千 円） （千 円） （千 円）

（1） 現金及び預金 1,283,874 1,283,874 －

（2） 受取手形及び売掛金 813,221 813,221 －

（3） 投資有価証券 － － －

　 ① その他有価証券 15,660 15,660 －

　 資産 計 2,112,756 2,112,756 －

（1） 支払手形及び買掛金 555,772 555,772 －

（2） 短期借入金 100,000 100,000 －

（3） 未払金 50,725 50,725 －

（4） 未払法人税等 4,899 4,899 －

（5） 社債 ※ 20,000 20,039 △39

（6） 長期借入金 ※ 405,318 405,602 △284

（7） リース債務 ※ 23,879 23,260 618

　 負債 計 1,160,595 1,160,300 294

※ 社債、長期借入金及びリース債務には、１年内返済予定等の金額を含んでおりま

す。

（注）１ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　 資 産

　 （1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等し

いことから、当該帳簿価額によっております。

　 （3）投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格により、債券は取引金融機関

から提示された価格等によっております。
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　 負 債

　 （1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金、（3）未払金、 (4）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額とほぼ等し

いことから、当該帳簿価額によっております。

　 （5）社債、（6）長期借入金、（7）リース債務

　これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の発行、借入また

は、リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により

算定しております。

　 ２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 該当ありません。

　

　 ３ 満期のある金銭債権及び、有価証券の連結決算日後の償還予定額

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

（千 円） （千 円） （千 円） （千 円）

（1）現金及び預金 1,283,874 － － －

（2）受取手形及び売掛金 813,221 － － －

（3）投資有価証券

①その他有価証券(債券） － － 　－ －

合計 2,097,095 － － －
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(賃貸等不動産に関する注記)

　当社では、東京都その他の地域において、賃貸利用している不動産等

を有しております。

平成28年９月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は5,686

千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であり

ます。

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主

な変動ならびに連結決算日における時価、及び当該時価の算定方法は以

下のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額

当連結会計年度期首 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末 連結決算日における時価

277,406 △48,258 229,148 242,188

（注）１ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額

であります。

２ 当連結会計年度末の時価は主として「固定資産税評価額」に基づいて自

社で算定した金額であります。

　（１株当たり情報に関する注記）

　 １株当たり純資産額 1,243円 72銭

　 １株当たり親会社株主に帰属する当期純利益 44円 10銭

（１株当たり当期純利益の算定上の基礎）

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する
当期純利益（千円）

102,381

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益（千円）

102,381

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,321

　
　（重要な後発事象に関する注記）

　 該当事項はありません。

（注）記載の数字は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(平成28年９月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,226,136 流 動 負 債 959,255
現 金 及 び 預 金 1,088,687 支 払 手 形 397,023
受 取 手 形 193,795 買 掛 金 169,672
売 掛 金 665,585 短 期 借 入 金 100,000
製 品 122,752 一年内返済予定の長期借入金 125,400
仕 掛 品 28,891 一年内償還予定の社債 20,000
原 材 料 41,218 リ ー ス 債 務 11,288
貯 蔵 品 5,867 未 払 金 32,795
前 払 費 用 11,911 未 払 費 用 31,295
繰 延 税 金 資 産 1,611 未 払 法 人 税 等 936
そ の 他 65,814 そ の 他 70,843

固 定 資 産 2,490,581 固 定 負 債 943,330
有 形 固 定 資 産 2,101,859 長 期 借 入 金 279,918

建 物 1,662,621 繰 延 税 金 負 債 293,684
減 価 償 却 累 計 額 △1,004,225 退 職 給 付 引 当 金 214,308
建 物 （純 額） 658,396 役員退職慰労引当金 103,885
構 築 物 48,765 リ ー ス 債 務 12,590
減 価 償 却 累 計 額 △44,037 そ の 他 38,942
構 築 物 （純 額） 4,727 負 債 合 計 1,902,585
機 械 及 び 装 置 944,098 純 資 産 の 部
減 価 償 却 累 計 額 △829,356 株 主 資 本 2,813,394
機械及び装置(純額) 114,742 資 本 金 468,134
車 両 運 搬 具 5,808 資 本 剰 余 金 388,134
減 価 償 却 累 計 額 △4,068 資 本 準 備 金 388,134
車両運搬具（純額） 1,739 利 益 剰 余 金 1,957,221
工具、器具及び備品 1,487,866 利 益 準 備 金 14,399
減 価 償 却 累 計 額 △1,442,174 その他利益剰余金 1,942,821
工具、器具及び備品(純額） 45,692 圧縮記帳積立金 840,249
土 地 1,234,103 別 途 積 立 金 300,000
建 設 仮 勘 定 42,457 繰越利益剰余金 802,572

無 形 固 定 資 産 17,174 自 己 株 式 △96
ソ フ ト ウ ェ ア 17,174 評 価 ・ 換 算 差 額 等 738

投 資 そ の 他 の 資 産 371,548 その他有価証券評価差額金 738
投 資 有 価 証 券 15,660
関 係 会 社 株 式 106,601
出 資 金 4,000
関 係 会 社 出 資 金 124,594
関係会社長期貸付金 40,000
保 険 積 立 金 53,412
そ の 他 69,729
貸 倒 引 当 金 △42,450 純 資 産 合 計 2,814,132

資 産 合 計 4,716,718 負 債 及 び 純 資 産 合 計 4,716,718
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損 益 計 算 書

（平成27年10月１日から
平成28年９月30日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 3,726,560

売 上 原 価

期 首 製 品 た な 卸 高 103,200

当 期 製 品 製 造 原 価 2,101,207

合 計 2,204,408

期 末 製 品 た な 卸 高 122,752 2,081,655

売 上 総 利 益 1,644,904

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,515,594

営 業 利 益 129,310

営 業 外 収 益

受 取 利 息 736

受 取 配 当 金 48,241

不 動 産 賃 貸 料 13,946

補 助 金 収 入 10,000

業 務 受 託 手 数 料 13,500

そ の 他 6,555 92,979

営 業 外 費 用

支 払 利 息 3,571

社 債 利 息 574

債 権 売 却 損 6,269

為 替 差 損 70,937

不 動 産 賃 貸 費 用 8,260

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 19,471

そ の 他 31 109,117

経 常 利 益 113,172

特 別 損 失

減 損 損 失 5,449 5,449

税 引 前 当 期 純 利 益 107,723

法人税、住民税及び事業税 28,909

法 人 税 等 調 整 額 △31,852 △2,942

当 期 純 利 益 110,665
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株主資本等変動計算書

（平成27年10月１日から
平成28年９月30日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計

平成27年10月１日残高 464,686 384,686 384,686

事業年度中の変動額

　新 株 の 発 行 3,448 3,448 3,448

剰余金の配当 －

当 期 純 利 益 －

圧縮記帳積立金の取崩 －

実効税率変更による圧縮記帳積立金の増加 －

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

－

事業年度中の変動額合計 3,448 3,448 3,448

平成28年９月30日残高 468,134 388,134 388,134

(単位：千円)

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計利 益

準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金
合 計圧縮記帳

積 立 金
別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成27年10月１日残高 14,399 850,982 300,000 732,100 1,897,482 △56 2,746,800

事業年度中の変動額

　新 株 の 発 行 － 6,896

剰余金の配当 △50,927 △50,927 △50,927

当 期 純 利 益 110,665 110,665 110,665

圧縮記帳積立金の取崩 △32,136 32,136 － －

実効税率変更による圧縮記帳積立金の増加 21,403 △21,403 － －

自己株式の取得 △40 △40

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

－ －

事業年度中の変動額合計 － △10,733 － 70,471 59,738 △40 66,594

平成28年９月30日残高 14,399 840,249 300,000 802,572 1,957,221 △96 2,813,394
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(単位：千円)

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算差額等
合 計

平成27年10月１日残高 6,237 6,237 2,753,037

事業年度中の変動額

　新 株 の 発 行 6,896

剰余金の配当 △50,927

当 期 純 利 益 110,665

圧縮記帳積立金の取崩 －

実効税率変更による圧縮記帳積立金の増加 －

自己株式の取得 △40

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△5,498 △5,498 △5,498

事業年度中の変動額合計 △5,498 △5,498 61,095

平成28年９月30日残高 738 738 2,814,132
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項）

１. 資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 ① 子会社株式及び関連会社株式

　 移動平均法による原価法によっております。

　 ② その他有価証券

　 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）によっておりま

す。

　 時価のないもの

　 移動平均法による原価法によっております。

（2）デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

　 時価法

　(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

　 ① 製品・仕掛品・原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）によっております。

　 ② 貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）によっております。

２. 固定資産の減価償却の方法

　(1) 有形固定資産

　 ① 建物

定額法によっております。但し、平成19年３月31日までに取得したもの

については、旧定額法によっております。

　 ② その他の有形固定資産

定率法によっております。但し、平成19年３月31日までに取得したもの

については、旧定率法によっております。

ただし、平成28年４月１日以降に取得した構築物については、定額法に

よっております。

― 32 ―



　(2) 無形固定資産

　 定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、税法に規定する方法と同一の

基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

　(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によ

っております。

３. 引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

によって算定した回収不能見込額を、貸倒懸念債権等特定債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の

見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を

計上しております。

　(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。
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４. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

　(1) 繰延資産の処理方法

　 社債発行費

　 支出時に全額費用処理しております。

　(2) 消費税等の会計処理

　 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

　(3) ヘッジ会計の方法

　 ① ヘッジ会計の方法

　 繰延ヘッジ処理によっております。

　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

　 ヘッジ手段・・・為替予約取引及び通貨オプション取引

　 ヘッジ対象・・・外貨建金銭債権

　 ③ ヘッジ方針

外貨建取引に係る将来の外国為替相場変動リスクを回避し、外貨建取引

の円貨によるキャッシュ・フローを固定化することを目的として、原則

として、同一通貨により予定取引金額を上回らない範囲内で行っており

ます。

　 ④ ヘッジ有効性評価の方法

外貨建の予定取引の範囲内で為替予約を締結しており、為替予約締結後

の外国為替相場の変動による対応関係が確保されるようにしております。

したがって、当事業年度末に存在する予定取引に係る為替予約について

は、予定取引の実行可能性が極めて高いと判断されるものについて繰延

ヘッジ処理を行っております。また、通貨オプションはヘッジ手段の変

動額の累計額とヘッジ対象の変動額の累計額を比較して、有効性の判断

を行っております。

（会計方針の変更）

　(減価償却方法の変更)

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当

事業年度に適用し、平成28年４月１日以降に取得する構築物に係る減価償却

方法を定率法から定額法に変更しております。

　なお、当事業年度において、損益に与える影響は軽微であります。
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（貸借対照表に関する注記）

１. 関係会社に対する資産及び負債

区分表示されたもの以外に各科目に含まれているものは、次のとおりでありま

す。

売掛金 308,814千円

買掛金 46,254千円

未払金 1,676千円

流動資産その他 8,388千円

固定負債その他 32,600千円

貸倒引当金 40,000千円

２. 担保付債務及び担保提供資産

一年内返済予定の長期借入金 13,680千円

長期借入金 －千円

　計 13,680千円

建物 349,366千円

土地 476,208千円

投資その他の資産 その他 49,941千円

　計 875,515千円

（損益計算書に関する注記）

　関係会社との取引高

営業取引による取引高 売上高 1,029,638千円

仕入高 258,845千円

その他営業取引 7,411千円

営業取引以外の取引による取引高 81,123千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

１. 発行済株式の総数

株式の種類
当事業年度期首
の株式数 (株)

当事業年度増加
株 式 数 (株)

当事業年度減少
株 式 数 (株)

当事業年度末の
株 式 数 (株)

普通株式 2,315,000 8,000 0 2,323,000

　 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　 普通株式 161株
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２. 剰余金の配当に関する事項

　 (1) 配当金支払額等

平成27年12月19日開催 第85期定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額 50,927千円（普通株式）

１株当たり配当金額 22円

基準日 平成27年９月30日

効力発生日 平成27年12月21日

配当の原資 利益剰余金

(2) 基準日が当該事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度

となるもの

平成28年12月22日開催 第86期定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額 32,519千円（普通株式）

１株当たり配当金額 14円

基準日 平成28年９月30日

効力発生日 平成28年12月26日

配当の原資 利益剰余金
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（税効果会計に関する注記）

１. 繰延税金資産発生の主な原因の内訳 （単位：千円）

(繰延税金資産)

　 貸倒引当金 12,692

　 退職給付引当金 64,078

　 役員退職慰労引当金 31,077

　 減損損失 108,644

関係会社出資金評価損 7,654

資産除去債務 3,567

　 ゴルフ会員権 299

　 減価償却超過額 24

　 その他 2,275

　 繰延税金資産小計 230,312

　 評価性引当額 △162,760

　 繰延税金資産合計 67,552

(繰延税金負債)

　 未収還付事業税 664

　 圧縮記帳積立金 358,646

　 その他有価証券評価差額金 314

　 繰延税金負債合計 359,625

　 繰延税金負債の純額 292,073

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主

な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 32.5

(調整）

交際費等の損金不算入額 1.4

受取配当金益金不算入額 △13.7

評価性引当額 △2.6

住民税均等割等 3.9

税額控除 △17.0

税率変更 △6.5

その他 △0.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △2.7
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３． 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等

の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で

成立し、平成28年４月１日以降に開始する事業年度に適用される法人税率等が変

更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用した法定実効税率は、従来の31.7％から、回収又は支払が見込まれる期間

が平成28年10月１日から平成29年９月30日までのものは30.3％、平成29年10月１

日から平成30年９月30日までのものは30.2％、平成30年10月１日以降のものにつ

いては29.9％にそれぞれ変更されております。

この変更により、当事業年度の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控

除した金額）が17,435千円減少し、その他有価証券評価差額金が19千円増加し、

法人税等調整額（借方）が17,416千円減少しております。
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）

　 該当事項はありません。

　
（関連当事者との取引に関する注記）

（単位：千円）

属 性 名 称 議決権等の所有
関連当事者
との関係

取引の
内 容

取引金額 科目 期末残高

連結子会社 NIX OF AMERICA 100%
北米販売会社
役員の兼任

業務受託
手数料
(注2)

13,500 未収入金 1,213

連結子会社 香港日幸有限公司 100%
香港販売会社
役員の兼任

製品の販売
(注1)

701,250 売掛金 183,822

受取配当金 47,550 － －

連結子会社
上海日更国際貿易
有 限 公 司

100%
上海販売会社
役員の兼任

製品の販売
(注1)

193,810 売掛金 86,709

連結子会社
NIX TRADING
(THAILAND) LTD.

100%
タイ国販売会社
役員の兼任

資金の貸付
(注3)

40,000
関係会社
長期貸付金

40,000

利息の受取
(注4)

601 未収入金 151

関係会社
中山日幸精密機械
有 限 公 司

38.5%
中国製造会社
役員の兼任

製品の仕入
(注5)

134,117 買掛金 －

関係会社
珠海立高精機科技
有 限 公 司

38.0%
中国製造会社
役員の兼任

製品の仕入
(注5)

112,731 買掛金 45,510

(注1）製品販売の取引条件は、当社から提示する総原価等を基に価格交渉のうえ決定しております。
(注2）受託業務に係る人件費相当額及び諸経費等を勘案し、両者協議のうえ決定しております。
(注3）NIX TRADING(THAILAND)LTD.への長期貸付金に対し、40,000千円の貸倒引当金を計上しており

ます。また、当事業年度において19,471千円の貸倒引当金繰入額を計上しております。
(注4）資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注5) 製品仕入の取引条件は、上記会社から提出された総原価を基に価格交渉のうえ決定しておりま

す。
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 1,211円 51銭

１株当たり当期純利益 47円 67銭

　(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益（千円） 110,665

普通株式に係る当期純利益（千円） 110,665

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式の期中平均株式数（千株） 2,321

　

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

　

（注）記載の数字は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年11月22日

株式会社ニックス
　取 締 役 会 御中

東 陽 監 査 法 人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 金 野 栄 太 郎 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 安 達 則 嗣 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ニックスの平成27年10月１日か
ら平成28年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、株式会社ニックス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期
間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成28年11月22日

株式会社ニックス
　取 締 役 会 御中

　 東 陽 監 査 法 人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 金 野 栄 太 郎 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 安 達 則 嗣 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ニックスの平成27年10月
１日から平成28年９月30日までの第86期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成27年10月１日から平成28年９月30日までの第86期事業年度の取締役の職務の

執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、本監査報告書を作成し、以

下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい

て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求めました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従

い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整

備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び

主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されてい

る取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業

務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める

体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及

び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けまし

た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたし

ました。

　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検

証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」

（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日

企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以

上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計

算書及び個別注記表）及びその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果

　 (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも

のと認めます。

　②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認

められません。

　③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部

統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべ

き事項は認められません。

　 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　 (3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年11月24日

株式会社ニックス 監査役会

常勤監査役 田 口 幸 男 ㊞

社外監査役 荒 川 英 雄 ㊞

社外監査役 奥 原 章 男 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

　第１号議案　剰余金の処分の件

　当期の期末配当につきましては、財務体質の強化と今後の事業展開への対応を

図るために必要な内部留保を確保しつつも、安定した配当を実施していく基本方

針に則り、連結経営成績に応じた利益還元を勘案し、下記のとおりといたしたい

と存じます。

期末配当に関する事項

（1） 株主に対する配当財産の割当てに関する事項および総額

　 当社普通株式１株につき金 14円 総額 32,519,746円

（2） 剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成28年12月26日
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　第２号議案　取締役５名選任の件

　取締役全員（５名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりま

すので、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は、次のとおりであります。
　

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、重要な兼職の状況、
当社における地位および担当

所有する当
社株式の数

１
青
あ お き

木　伸
し ん い ち

一

(昭和22年６月19日)

昭和51年10月 日幸工業株式会社（現当社）
入社 企画室長

68,920株

昭和52年11月 取締役企画室長

昭和55年４月 常務取締役企画室長

昭和55年12月 専務取締役企画室長

昭和62年４月 代表取締役社長

平成７年１月 NIX OF AMERICA 取締役（現任）

平成25年10月 当社代表取締役会長（現任）

２
青
あ お き

木　一
か ず ひ で

英

(昭和49年９月11日)

平成14年４月 株式会社ニックス入社 企画
室長

124,500株

平成15年10月 香港日幸有限公司董事長（現任）
平成15年11月 当社取締役CMO（最高営業責

任者）

平成15年11月 NIX OF AMERICA 取締役（現任）
平成16年11月 当社取締役CMO (最高営業責

任者）兼グローバルオペレー
ショングループ執行役員ヴァ
イスプレジデント

平成18年10月 取締役事業戦略本部長

平成20年10月 取締役副社長兼事業戦略本部長
平成22年５月 中山日幸精密機械有限公司

董事

平成22年10月 当社取締役副社長兼グローバ
ル事業本部長

平成23年６月 上海日更国際貿易有限公司董
事（現任）

平成25年10月 当社代表取締役社長

平成26年１月 代表取締役社長兼R&Dセンター長
平成26年10月 代表取締役社長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、重要な兼職の状況、
当社における地位および担当

所有する当
社株式の数

３
先
さ き も と

本　孝
た か し

志

(昭和32年９月７日)

昭和55年４月 日幸工業株式会社（現当社）
入社

51,100株

平成８年10月 マネージメントセンター総務
部次長

平成12年４月 管理本部総務部長
平成15年11月 取締役CPO（最高人事責任者）

兼総務部長
平成15年11月 NIX OF AMERICA 取締役
平成18年10月 当社取締役管理本部長
平成21年６月 取締役管理本部長兼総務部長
平成22年５月 中山日幸精密機械有限公司

監事（現任）
平成23年４月 当社取締役兼グローバル管理

本部長(現任）
平成23年６月 上海日更国際貿易有限公司監

事（現任）
平成25年９月 NIX TRADING (THAILAND)LTD.

取締役（現任）

平成28年２月 珠海立高精機科技有限公司監
事（現任）

４
射
い み ず

水　郁
い く お

郎

(昭和37年10月23日)

昭和60年４月 日幸工業株式会社（現当社）
入社

18,300株

平成14年３月 東日本営業グループ 次長
平成14年10月 ベターリビンググループ(BLG)

ヴァイスプレジデント
平成15年10月 事業執行役員 BLG ヴァイ

スプレジデント
平成19年10月 経営役員 住設機器事業部長
平成22年10月 経営役員 グローバル事業本

部 副本部長
平成22年10月 上海日更国際貿易有限公司

董事長（現任）
平成24年10月 当社経営役員 グローバル営

業本部長
平成25年10月 経営役員 グローバル事業本

部長
平成25年12月 取締役兼グローバル事業本部

長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、重要な兼職の状況、
当社における地位および担当

所有する当
社株式の数

５
荒
あ ら き

木　 豊
ゆたか

(昭和23年２月８日)

昭和47年４月 東燃石油化学株式会社（現東
燃化学株式会社）入社

－株

平成５年４月 東燃化学株式会社 川崎工場
製造部長

平成11年３月 同社執行役員 川崎工場 石油
化学工場長

平成21年10月 特定非営利活動法人 経営支
援NPOクラブ 勤務（現任）

平成22年12月 当社監査役
平成25年12月 当社取締役（現任）

　

(注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 候補者のうち、荒木豊氏は社外取締役候補者であります。
3. 荒木豊氏を社外取締役候補者とした理由は、石油化学企業の執行役員とし

ての実績があること、さらに上場企業役員として不可欠なコンプライアン
スに対する知見が高いことからその経営・実務経験を当社に活かしていた
だくため社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって
３年であります。
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　第３号議案　監査役１名選任の件

　監査役田口幸男氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。
　

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、重要な兼職の状況、当社における地位
所有する
当社株式の数

小
お が わ

川　 建
たけし

(昭和30年２月４日)

昭和53年４月 水戸工業株式会社入社

11,000株

平成２年２月 日幸工業株式会社（現当社）入社
営業本部東京営業所主任

平成９年10月 事業本部本社営業部
第１営業グループリーダー

平成15年10月 ベターオフィスグループ担当部長
平成16年10月 香港日幸有限公司総経理
平成28年９月 香港日幸有限公司総経理 退任

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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　第４号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人である東陽監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任

期満了により退任されますので、新たに興亜監査法人の選任をお願いしたいと存

じます。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の決定に基づいておりま

す。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称 興亜監査法人

事 務 所
主たる事務所
　東京都千代田区神田錦町３丁目17番地
　HKパークビル 2F

沿 革

昭和57年12月 設立
平成19年４月 日本公認会計士協会に上場会社監査
　 事務所として登録
平成26年11月 信永中和国際有限公司（中国）と
　 業務提携

概 要
（平成28年３月31日現在）

構成人員 社員 (公認会計士) ６名
職員 (公認会計士) 17名

(公認会計士試験合格者等) ２名
(監査補助職員) ２名

合計 27名
関与会社 32社
出資金 14百万円
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第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役田口幸男氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任され

ますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範

囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につ

いては監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

田口　幸男
た ぐ ち ゆ き お

平成20年12月 当社監査役（常勤） 現在に至る

以 上
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橋本

市役所前バス停

市民会館前バス停市民会館

レストラン
フォルクス

レストラン
ロイヤルホスト

相模原市立産業会館

消防署

八王子

相模原駅

焼肉一番カルビ

国道16号

JR横浜線

相模原市役所

町田

横浜

相模原警察署

アイワールド

[株主総会会場ご案内図]

会場 神奈川県相模原市中央区中央３－12－１

　 相模原市立産業会館 １Ｆ 多目的ホール

　

◎交通のご案内

　近隣の駐車場は有料となりますので、公共交通機関（電車・バス）のご利

用をお勧めいたします。

　■JR横浜線をご利用の方

　 「相模原駅」下車

　・バスご利用「市民会館前」下車、徒歩３分

　 １番バス乗り場「相05」系統バス（終点：相模大野駅）

　 ６番バス乗り場「相12」系統バス（終点：上溝）

　■小田急線をご利用の方

　 「相模大野駅」下車

　・バスご利用「市民会館前」下車、徒歩３分

　 ２番バス乗り場「相05」系統バス（終点：相模原駅）


